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第４章 参考資料／男女共同参画データの全国比較

静岡県の男女共同参画に関するデータを全国のデータと比較すると、全国の中での静岡県の男女共同参

画の実態が見えてきます。

１ 意識

２ 県・市（区）町村の状況

項 目 静岡県 全国 順位 出 典

性別役割分担意識にとらわれない人

の割合

63.3％

（61.7％）

59.8％

（54.3％）
－

静岡県

・県男女共同参画課「静岡県

の男女共同参画に関する

県民意識調査」(2019)
【前回調査】「男女共同参画に関

する県民意識調査」(2017)

内閣府

・男女共同参画社会に関す

る世論調査(2019)
【前回調査】女性の活躍推進に関

する世論調査（2016）

※（ ）は前回調査の数値

女性の職業について、「子どもができ

てもずっと職業を続けるほうがよい」と

答えた人の割合

43.3％

（40.4％）

61.0％

（54.2%）
－

女性の職業について、「子どもができ

たら職業をやめ、大きくなったら再び職

業を持つほうがよい」と答えた人の割合

33.9％

（35.5％）

20.3％

（26.3%）
－

項 目 静岡県 全国 順位 出 典

男女共同参画に関する
条例の制定状況

市（区）
56.5％
（56.5％）

60.9％
（60.4％）

－

静岡県
・県男女共同参画課調べ
（2020.4.1現在）
※一部市町除く

内閣府
・「地方公共団体における男
女共同参画社会の形成又は
女性に関する施策の推進状
況」（2020）

（ ）は静岡県、全国ともに
前年度調査の数値

町 村
0.0％
（0.0％）

18.3％
（17.8％）

－

全 体
37.1％
（37.1％）

38.2％
（37.7％）

23位

男女共同参画に係る
計画の策定状況

市（区）
95.7％
（91.3％）

98.0％
（98.0％）

－

町 村
91.7％
（91.7％）

63.1％
（60.7％）

－

全 体
94.3％
（91.4％）

79.4％
（78.2％）

－

審議会等委員への女性
の登用状況（法律・法令
による審議会）

県
32.0％
（32.7％）

33.3％
（33.0％）

28位

市（区）
町 村

28.0％
（28.1％）

27.1％
（26.8％）

19位

女性管理職（課長相当職
以上）の登用状況

県
10.6％
（10.0％）

11.1％
（10.3%）

19 位

市（区）
町 村

13.9％
（14.2％）

15.8％
（15.3％）

33位

職員採用に占める女性の
割合

県
31.5％
（32.6％）

36.6％
（35.3％）

38位

議会における女性議員の
状況
（総務省資料より

上段：R1.12.31 現在、

下段：H30.12.31 現在）

県
11.8％
（4.5％）

11.4％
（10.0％）

16位

市（区）
15.2％
（13.7％）

16.6％
（15.3％）

16位

町 村
7.6％
（9.0％）

11.1％
（10.1％）

39位

１ 男女共同参画データの全国比較
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第４章 参考資料／男女共同参画データの全国比較

３ 民間・労働

※1 労働力率…１５歳以上人口に占める労働力人口（就業者と完全失業者の合計）の割合。（１５歳以上で働く

意欲を持つ人の割合。労働力状態「不詳」を除く。）

※2 有業率 …１５歳以上人口で、ふだん収入を得ることを目的として仕事をしている人の割合。

４ 教育

※ 静岡県は 2020 年４月１日時点、全国は 2019年４月１日時点の値。

５ 育児・家事等

項 目 静岡県 全国 順位 出 典

女性管理職の割合

部長

相当職
9.8％ 6.9％ －

静岡県

・静岡県雇用管理状況調査

（2019）

全国

・厚生労働省「雇用均等基本

調査」(2019)

課長

相当職
12.9％ 10.9％ －

専門職の女性割合 医 師 17.1％ 21.9％ －
・厚生労働省「医師・歯科医

師・薬剤師調査」(2018)

女性の労働力率 ＊1 51.9％ 50.0％ － ・総務省「国勢調査」（2015）

女性の有業率 ＊2 52.1％ 50.7％ 9位
・総務省「就業構造基本調

査」（2017）

項 目 静岡県 全国 順位 出 典

学校（小･中･高・特別支

援）の管理的地位にある

職員に占める女性比率

※

校 長 17.2％ 15.6％ -

・県教育総務課調べ(2020)

・文部科学省「学校基本調査」

(2020)

副校長 24.4％ 23.3％ -

教 頭 23.5％ 21.0％ -

女性の大学等進学率（2019 年度） 53.4％ 58.3％ -

項 目 静岡県 全国 順位 出 典

育児期の女性の

労働力率

３０～３４歳 71.8％ 73.5％ －

・総務省「国勢調査」(2015)

３５～３９歳 73.4％ 72.7％ －

育児休業取得者の

割合

女性 92.4％ 83.0％ －

静岡県

・静岡県雇用管理状況調査

（2019）

全国

・厚生労働省「雇用均等基本

調査」(2019)

男性 6.5％ 7.5％ －

家事総平均時間

（1週間平均の1日あ

たり）

女性 156 分 151分 －
・総務省「社会生活基本調

査」(2016)
男性 16分 19分 －
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第４章 参考資料／日本の男女共同参画の状況

日本の女性の現状を諸外国と比較すると、教育水準や平均寿命などは高いものの、国会議員や企

業の管理職に占める女性比率などは極めて低く、参画が遅れています。

１ ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）

2019 年の日本のジェンダー･ギャップ指数（ＧＧＩ)は、人間開発指数（ＨＤＩ）やジェンダー

不平等指数（ＧＩＩ）に比べ、女性の社会的地位は国際社会の中では低位に位置づけられています。

この調査では、北欧諸国が上位を占めています。日本は 153 か国中 121 位でした。

ジェンダー・ギャップ指数は、０が完全不平等、１が完全平等を意味しています。2019 年の日

本の数値は 0.652、１位のアイスランドは 0.877、最下位のイエメンは 0.494 となっています。

日本は、教育や健康の分野においては、高位に位置しているが、経済や政治分野においては低位

に位置しており、女性の社会参画が十分でないことが示されています。（図 参－１）

分野別評価：日本の数値と順位

図：参－１

資料：世界経済フォーラム（WEF)「Global Gender Report2020」

２ 日本の男女共同参画の状況

●ＧＧＩ（Gender Gap Index）

ジェンダー・ギャップ指数。世界経済フォーラム／グローバル・ジェンダー・ギャップレポートより。

経済分野、教育分野、健康分野及び政治分野のデータから作成され、性別格差に関する数値。

項 目
2006 年 2017 年 2018 年 2019 年

順位 指数 順位 指数 順位 指数 順位 指数

ＧＧＩ（ジェンダー・ギャップ指数）
80 0.645 114 0.657 110 0.662 121 0.652

総 合

経 済 83 0.545 114 0.58 117 0.595 115 0.598

労働力率 76 0.66 79 0.781 79 0.799 79 0.814

同じ仕事の賃金の同等性 63 0.62 52 0.672 45 0.696 67 0.672

所得の推計値（ＰＰＰ ＵＳ＄） 72 0.46 100 0.524 103 0.527 108 0.541

管理職に占める比率 87 0.11 116 0.142 129 0.152 131 0.174

専門職に占める比率 55 0.85 101 0.654 108 0.671 110 0.680

教 育 60 0.986 74 0.991 65 0.994 91 0.983

識字率 1 1 1 1 1 1 1 1

初等教育在学率 1 1 1 1 1 1 1 1

中等教育在学率 1 1 1 1 1 1 128 0.953

高等教育在学率 76 0.89 101 0.926 103 0.952 108 0.952

健 康 1 0.98 1 0.98 41 0.979 40 0.979

新生児の男女比率 1 0.94 1 0.944 1 0.944 1 0.944

健康寿命 1 1.06 1 1.06 57 1.059 59 1.059

政 治 83 0.067 123 0.078 125 0.081 144 0.049

国会議員に占める比率 86 0.1 129 0.102 130 0.112 135 0.112

閣僚の比率 59 0.14 88 0.188 89 0.188 139 0.056

最近 50 年の国家元首の在任年数 41 0 69 0 71 0 73 0
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図：参－２

総合評価：日本の順位（経年変化）

世界経済フォーラムが 2006 年からランキングを発表して以来、日本の順位は低いままです。

2019 年は 153 か国中 121 位で、主要先進国の中では最下位です。（図 参－１－２）

図：参－１－２

２ 人間開発指数（ＨＤＩ）とジェンダー不平等指数（ＧＩＩ）

人間開発指数（ＨＤＩ）とジェンダー不平等指数（ＧＩＩ） 日本の順位 2019 年

資料：人間開発計画（UNDP）「人間開発報告書 2020」

（注）ＨＤＩは 189 か国中、ＧＩＩは 162 か国中の順位。

●ＨＤＩ（Human Development Index）

長寿で健康な生活、知識へのアクセス、人間らしい生活の水準という３つの基本的な側面に着目して、

人間開発の達成度をまとめて表す指標。

３分野の達成度の平均を 0～1の値で表わしている（数字が大きいほど達成度が高い）。平均余命、就学

予測年数、平均就学年数、1 人当たり国民総所得（ＧＮＩ）を用いて算出。

●ＧＩＩ（Gender Inequality Index）

ジェンダー不平等指数。リプロダクティブヘルス（妊産婦死亡率と若年妊娠出産率）、エンパワーメン

ト（議員の男女比と所等・中等教育の男女比）、労働市場（女性の労働市場参加率）から算出。国の中で

の男女の格差を把握し、同時に国家間の比較を行うことを目的とする指標。従来のＧＥＭに変わるものと

して 2010 年に初めて導入。

年 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

位／

か国中

80／

115

101／

134

94／

134

98／

135

101／

135

105／

136

104／

142

101／

145

111／

144

114／

144

110／

149

121／

153

ＨＤＩ ＧＩＩ

順位 国名 指数 順位 指数

１ ノ ル ウ ェ ー 0.957 ６ 0.045

２ ア イ ル ラ ン ド 0.955 23 0.093

２ ス イ ス 0.955 １ 0.025

４ 香 港 0.949 - -

４ ア イ ス ラ ン ド 0.949 ９ 0.058

６ ド イ ツ 0.947 20 0.084

７ ス ウ ェ ー デ ン 0.945 ３ 0.039

８ オーストラリア 0.944 25 0.097

８ オ ラ ン ダ 0.944 ４ 0.043

10 デ ン マ ー ク 0.940 ２ 0.038

19 日 本 0.919 24 0.094
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３ 女性国会議員の割合

日本の政治分野における男女共同参画は、国際的に見てかなり遅れているのが現状です。それを裏付

けるように、国会議員に占める女性比率はきわめて低い状態であり、193 か国中 165 位に位置しており、

先進７カ国では、最下位です。（図 参－３）

国会における女性議員の割合 日本の順位 2020 年１月現在

（備考）１ 列国議会同盟資料より作成。調査対象国は 2020 年１月現在 193 か国。

２ 一院制又は下院における女性議員割合。

４ 女性の年齢別労働力率

日本、韓国では、女性の労働力率は、結婚、出産、子育て期に低下し、Ｍ字型になっています。

一方、欧米諸国では、逆Ｕ字カーブを示し、結婚、出産、子育てによる労働力率の低下はあまり見

られません。

主要国における女性の年齢階級別労働力率

日本、韓国では、女性の労働力率は、結婚、出産、子育て期に低下し、Ｍ字型になっています。一方、

欧米諸国では、逆Ｕ字カーブを示し、結婚、出産、子育てによる労働力率の低下はあまり見られません。

資料：内閣府「令和２年度版男女共同参画白書」

（注）１ 日本は総務省「労働力調査（基本集計）」（令和元年）、その他の国は ILO“ILOSTAT”より作成。

いずれの国も令和元（2019）年の値。

２ 労働力率は、「労働力人口（就業者＋完全失業者）」/「15 歳以上人口」×100

３ 米国の 15～19 歳の値は、16～19 歳の値。

順位 国 名
総 数

(人)

女 性

(人)

女性の

割合(％)

１ ル ワ ン ダ 80 49 61.3

２ キ ュ ー バ 605 322 53.2
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36 イ タ リ ア 630 225 35.7

39 イ ギ リ ス 650 220 33.8

48 ド イ ツ 709 221 31.2

58 カ ナ ダ 338 98 29.0

82 米 国 431 101 23.4

122 韓 国 295 51 17.3

165 日 本 464 46 9.9

図：参－３

図：参－４
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５ 就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合（国際比較）

就業者に占める女性割合に比べ、管理的職業従事者に占める女性の割合は、国際的に見て低い水

準にとどまっています。（図 参－５）

就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合（国際比較）

図：参－５

資料：内閣府「令和２年度版男女共同参画白書」

（注）１ 総務省「労働力調査（基本集計）」（令和元年）、その他の国は ILO“ILOSTAT”より作成。

２ 日本，フランス，スウェーデン，ノルウェー，米国，英国，ドイツ，フィリピンは令和元（2019）年，その他の 国は平成

30（2018）年の値。

３ 総務省「労働力調査」では、「管理的職業従事者」とは、就業者のうち、会社役員、企業の課長相当職以上、管理的公務員

等。また、「管理的職業従事者」の定義は国によって異なる。

６ 男性の家事･育児の実施状況（国際比較）

日本における６歳未満の子どもを持つ夫の家事・育児関連に費やす時間は１日当たり 83 分と他

の先進国に比べ、低い水準にあります。（図 参－６）

６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間（１日当たり、国際比較）

図：参－６

資料：内閣府「令和２年度版男女共同参画白書」

（注）１ 総務省「社会生活基本調査」（平成 28 年），Bureau of Labor Statistics of the U.S.“American Time Use Survey”（2018）

及び Eurostat “How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Womenand Men”（2004）より作成。

２ 日本の値は，「夫婦と子供の世帯」に限定した夫と妻の１日当たりの「家事」，「介護・看護」，「育児」及 び「買い物」の合

計時間（週全体平均）。

３ 国名の下に記載している時間は，左側が「家事・育児関連時間」の夫と妻の時間を合わせた時間。右側が 「うち育児の時

間」の夫と妻の時間を合わせた時間。
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年 国連・世界の動き 日本の動き 静岡県の動き

昭和５０

（１９７５）

・｢国際婦人年世界会議」開催（メキシ

コシティ）｢世界行動計画」採択

・1976年から1985年を「国連婦人の十

年｣と決定

・総理府に「婦人問題企画推進本部」

設置

・総理府婦人問題担当室設置

昭和５１

(１９７６)

・「国際婦人の十年」始まる

・ＩＬＯ事務局に婦人労働問題担当室

設置

昭和５２

(１９７７)

・「国内行動計画」策定

・「国内行動計画前期重点目標」発表

・国立婦人教育会館開館

・労働部労働福祉課に「婦人問題担

当窓口」設置

・「婦人問題懇話会」設置

・プロジェクトチーム「婦人の地位向上

部会」設置

昭和５４

(１９７９)

・国連「女子差別撤廃条約」採択

昭和５５

(１９８０)

・『「国連婦人の十年」中間年世界会

議』開催（コペンハーゲン）

・「女子差別撤廃条約」署名 ・生活環境部に「婦人対策室」設置

・「婦人行政推進庁内連絡会議」設置

・「婦人行政推進市町村連絡会議」設

置

昭和５６

(１９８１)

・「国内行動計画後期重点目標」発表

昭和５７

(１９８２)

・国連「国際平和と協力促進への婦人

の参加に関する宣言」採択

昭和５８

(１９８３)

・生活環境部に「婦人青少年課」設置

昭和６０

(１９８５)

・「「国連婦人の十年」世界会議」開催

（ナイロビ）

・「婦人の地位向上のためのナイロビ

将来戦略」採択

・「男女雇用均等法」公布

・「労働者派遣法」公布

・「女子差別撤廃条約」批准

昭和６１

(１９８６)

・「婦人問題企画推進本部」拡充

・「男女雇用機会均等法」「労働者派

遣法」施行

・「婦人のための静岡県計画」策定

・「婦人問題推進会議」設置

昭和６２

(１９８７)

・「西暦2000年に向けての新国内

行動計画」策定

・生活環境部に「婦人課」設置

・労働部に「就業婦人室」設置

平成元

(１９８９)

・｢児童の権利に関する条約」採択 ・学習指導要領の改訂（高等学校家

庭科の男女必修等）

・「婦人総合センター（仮称）基本計

画」策定

平成２

(１９９０)

・｢婦人の地位向上のためのナイロビ

将来戦略に関する第１回見直しと評

価に伴う勧告及び結論」採択

・ＩＬＯ第171号条約(夜業に関する)採

択

・「婦人総合センター（仮称）」建設工事

着工

平成３

(１９９１)

・「西暦2000年に向けての新国内行

動計画」第１次改定

・「育児休業法」公布

・「婦人のための静岡県計画」（修正

計画）策定

平成４

(１９９２)

・「育児休業法」施行

・初代婦人問題担当大臣就任

３ 男女共同参画に関する国内外の主な動き
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年 国連・世界の動き 日本の動き 静岡県の動き

平成５

(１９９３)

・「世界人権会議」開催（ウィーン）

・国連「女性に対する暴力の撤廃に関

する宣言」採択

・「パートタイム労働法」公布・施行 ・静岡県女性総合センターあざれあ

開館

・「女性行政推進会議」設置

平成６

(１９９４)

・第４回世界女性会議のためのエスカ

ップ地域準備会議開催（ジャカル

タ）

・「ジャカルタ宣言」（地域行動計画を

含む。）採択

・ＩＬＯ第175条約（ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働に関

する）採択

・総理府に「男女共同参画室」設置

・「男女共同参画審議会」設置

・「男女共同参画推進本部」設置

・「労働基準法の一部を改正する法

律」施行

・婦人課を「女性政策課」、就業婦人

室を「就業女性室」に改称

・婦人問題推進会議を「女性問題推

進会議」に改組

・婦人行政推進庁内連絡会議を「女

性行政推進庁内連絡会議」に名称

変更

平成７

(１９９５)

・第４回世界女性会議開催

（北京）

・「北京宣言及び行動綱領」採択

・ＩＬＯ156号条約（家族的責任条約）

批准

・「育児・介護休業法」成立

平成８

(１９９６)

・ＩＬＯ総会「家内労働に関する条約」

採択

・男女共同参画審議会が「男女共同

画ビジョン」答申

・「男女共同参画2000年プラン」策定

・「労働者派遣法」改正

・「男女が共に創るしずおかプラン」策

定

・女性問題推進会議を「男女が共に

創るしずおか推進懇話会」に改組

・女性行政推進会議と女性行政推進

庁内連絡会議を統合し「男女が共に

創るしずおか行政推進会議」に改組

平成９

(１９９７)

・「男女雇用機会均等法」「労働基準

法」｢育児・介護休業法｣改正・公布

・「特定非営利活動促進法(ＮＰＯ法)」

成立

・「介護保険法」公布

・「男女が共に創るしずおかプラン推

進計画（アクションプログラム）」策定

・｢男女が共に創るしずおか議員連盟｣

発足

平成１０

(１９９８)

・男女共同参画審議会が「男女共同

参画社会基本法について」を答申

・「改正男女雇用機会均等法」「改正

労働基準法」一部施行

平成１１

(１９９９)

・「女子に対するあらゆる形態の差別

の撤廃に関する条約選定議定書」

採択

・改正男女雇用機会均等法、改正労

働基準法、改正育児・介護休業法施

行

・「男女共同参画社会基本法」公布・

施行

・「食料・農業・農村基本法」公布・施

行（女性の参画の促進を規定）

・女性政策課を「生活・文化部女性政

策室」、就業女性室を「就業支援総

室就業支援室」に改編

・「ふじのくに・男女共同参画の日」制

定（７月30日）

・大須賀町男女共同参画都市宣言

（９月14日）

平成１２

(２０００)

・国連特別総会「女性2000年会議」開

催（ニューヨーク）｢政治宣言｣「成果

文書」採択

・「ストーカー行為等の規則等に関す

る法律」施行

・「男女共同参画基本計画」策定

・「男女が共に創るしずおかプラン第

２次アクションプログラム」策定

・女性政策室を「男女共同参画室」に

改称

平成１３

(２００１)

・「総理府男女共同参画室」から「内

閣府男女共同参画局」に改組

・「男女共同参画会議」設置

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」公布・一部

施行

・「静岡県男女共同参画推進条例」公

布・施行（７月24日）
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(２００３)

・女子差別撤廃条約実施状況第４回

及び第５回報告審議(第29回女子差

別撤廃委員会)
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平成１６

(２００４)

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」一部改正

・検証・評価制度の導入

・｢静岡県男女共同参画白書」の発行

（以後、毎年発行）

平成１７

(２００５)

・「北京＋１０」を開催（ニューヨーク）

第４回世界女性会議の北京宣言と

行動綱領の全面履行の必要性を再

確認

・「改正育児・介護休業法」施行

・「次世代育成支援対策推進法」全面

施行

・「男女共同参画基本計画（第２次）」

策定

・しずおか女性チャレンジサイト開設

・「しずおか次世代育成プラン」策定

平成１８

(２００６)

・東アジア男女共同参画担当大臣会

合を東京で開催

・「東京閣僚協働コミュニケ」採択

・「改正男女雇用機会均等法」成立

（平成19年４月から施行）

・「国の審議会等における女性委員の

登用の促進について」

平成１９

（２００７）

・「仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･

バランス）憲章」及び「仕事と生活の

調和推進のための行動指針」策定

・「静岡県男女共同参画基本計画“ハ

ーモニックしずおか2010”後期実践

プラン」の策定

・県男女共同参画センターに指定管

理者制度を導入

・「男女共同参画社会づくり宣言」推

進事業開始

平成２０

（２００８）

・「女性の参画加速プログラム」策定

（平成20年４月８日 男女共同参画

推進本部）

・「地域における男女共同参画推進の

今後のあり方」報告（平成20年10月７

日 男女共同参画会議基本問題調

査会）

・島田市が「男女共同参画宣言都市」

となる（記念式典８月２日）

平成２１

（２００９）

・日本の女子差別撤廃条約の実施状

況に関する女子差別撤廃委員会の

最終見解

・「児童福祉法等の一部を改正する法

律」（平成20年11月26日可決成立、

12月３日公布）

・同法により次世代育成支援対策推

進法の一部改正（平成21年４月１日

施行）

・富士市が「男女共同参画宣言都市」

となる（記念式典11月14日）

平成２２

（２０１０）

・第54回国連婦人の地位委員会(国

連「北京＋15」世界閣僚級会合)をニ

ューヨークで開催

・「育児・介護休業法」の一部改正

（平成22年６月30日から施行）

・「第３次男女共同参画基本計画」

閣議決定（平成22年12月17日）

・「第２次静岡県男女共同参画基本計

画」の策定（平成23年２月）

・「さくや姫プロジェクト」によるロール

モデルの情報発信開始

平成２３

（２０１１）

・ユニフェム（国連女性開発基金）など

４つの女性に関する国際機関が統

合され、「ジェンダー平等と女性のエ

ンパワーメントのための国際機関（略

称「ＵＮ Ｗｏｍｅｎ」）」が発足

・「政治分野、行政分野、雇用分野及

び科学技術・学術分野におけるポジ

ティブ・アクションの推進方策」中間

報告の取りまとめ （平成23年７月）

・「さくや姫プロジェクト」Webサイトのリ

ニューアル（さくやな人々を追加）

・「施策の展開方針」を策定（10月）

平成２４

（２０１２）

・第５６回国連婦人の地位委員会「自

然災害におけるジェンダー平等と女

性のエンパワーメント」決議案採択

・「「女性の活躍促進による経済活性

化」行動計画」女性の活躍による経

済活性化を推進する関係閣僚会議

決定 （平成24年６月22日）

・男女共同参画ポータルサイト「あざ

れあナビ」運用開始（４月）

・「ふじのくに男女共同参画防災ネット

ワーク会議」設置

平成２５

（２０１３）

・「男女共同参画の視点からの防災・

復興の取組指針」作成

（平成25年５月）

・ 「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律」改正

（平成26年１月施行）

・「男女共同参画の視点からの防災手

引書（本冊）・ダイジェスト版」発行（６

月）

・「第２次静岡県男女共同参画基本計

画・第２期実践計画」の策定（平成26

年３月）

平成２６

（２０１４）

・第５８回国連婦人の地位委員会「自

然災害におけるジェンダー平等と女

性のエンパワーメント」決議案採択

・「日本再興戦略」改訂2014に「『女性

が輝く社会』の実現」が閣議決定（平

成26年６月24日）

・「ふじのくに さくや姫サミット」の開催

（平成27年３月８日）
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平成２７

（２０１５）

・国連「北京+20」記念会合（第59 回

国連婦人の地位委員会（ニューヨー

ク））

・第３回国連防災世界会議（仙台）「仙

台防災枠組」採択

・「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」公布（平成27年９月

４日）

・「第４次男女共同参画基本計画」閣

議決定（12月25日）

・「ふじのくに輝く女性人財データバ

ンク」の構築（12月16日）

・「しずおか女性活躍先進企業サミッ

ト」の開催（平成28年２月12日）

・「ふじのくに女性活躍応援会議」の

発足（平成28年３月７日）

平成２８

（２０１６）

・「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」完全施行（平成28

年４月）

・「ふじのくに女性活躍応援会議ホー

ムページ」の構築（12月16日）

・「静岡県の女性の職業生活における

活躍の推進に関する計画」の策定（平

成29年２月）

平成２９

（２０１７）

・「育児・介護休業法」一部改正

（平成29年10月１日施行）

・「第２次静岡県男女共同参画基本計

画・第３期実践計画」の策定（平成30

年３月）

平成３０

（２０１８）

・「政治分野における男女共同参画の

推進に関する法律」公布・施行（平

成30年５月23日）

令和元

（２０１９）

・W20日本開催（第５回ＷＡＷ！と同

時開催）

・「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」一部改正（令和元年6月5日公布）

・「ＤＶ法」一部改正（令和2年4月1日施行）

・「男女雇用機会均等法」一部改正

（令和２年６月１日施行）

・「育児・介護休業法」一部改正

（令和３年１月１日施行）

令和２

（２０２０）

・「第４回世界女性会議25周年記念ハ

イレベル会合」

・ＵＮ Ｗoman（国連女性機関）による

アンステレオタイプアライアンス日本

支部設立

・男女共同参画局内に「男女間暴力

対策課」を新設

・「第５次男女共同参画基本計画」策

定（令和２年12月閣議決定）

・男女共同参画課において「性の多

様性への県民理解の促進」に関する

ことを新たに所管

・「第３次静岡県男女共同参画基本計

画」の策定（令和３年２月）
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